
アイシン高丘株式会社　一般事業主行動計画

社員が仕事と子育てを両立できる環境を整備する為、以下の行動計画を策定する

１．計画期間　 ２０２５年４月１日 ～ ２０２７年３月３１日

２．目標と取組内容・実施時期

【取り組み】 男性社員の育児目的の休暇取得の促進

●2020年 5月～　賃金100％補償の休暇5日導入

●2022年10月～　賃金100％補償の休暇10日導入

●2022年10月～　産後パパ育休制度導入

【参考：近年の実績】

【取り組み】 平均年間総労働時間の低減

現業職場・事技職場ともに

●働く仲間のために、TPSの考え方に基づき改善を実施

2016年～　生調TPS留学制度導入（現業職）

2024年～　女性社員TPS教育開始（事務職）

●自職場の問題に対して、デジタル技術を全員が使いこなし困りごとを解決

2022年～　社内デジタル関連教育開始

【参考：24年度実績】 （H）

月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

時間 21 20 21 25 20 25 26 25 23 24 22 ー

　目標２：１人あたりの月間時間外労働を30時間未満

　目標１：男性の育児参画を目的とした育児休業または特別休暇10日取得100％

23年4月～24年3月

24年4月～25年3月

期間 取得率

20年5月～21年3月

21年4月～22年3月

22年4月～23年3月

100%

100%

100%

100%

　　　　　100%（見込）


